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「北海道災害派遣福祉チーム マニュアル（活動編）」の 

修正案について 

 

１ 修正理由 

  福祉施設関係団体については、令和３年３月８日付けで６団体と協定を締結してい

たところだが、令和３年度中に新たに北海道精神障害者社会福祉事業協会、北海道老

人福祉施設協議会、北海道身体障害者福施設協議会、北海道児童養護協議会、北海道

救護施設協議会、北海道母子生活支援施設協議会、北海道保育協議会、北海道デイサ

ービスセンター協議会の８団体と協定を締結したことから、マニュアル（活動編）の

該当部分を修正する。 

なお、北海道災害派遣福祉チーム設置運営要綱については、昨年度第１回目の本会

議の審議を経て改正済みである。 

 

２ 修正内容 

現行の記載内容 修正案 

（２）協定締結団体 

協定を締結している福祉施設関係団体及

び福祉関係職能団体は北海道ホームヘル

プサービス協議会、北海道社会福祉士会、

北海道介護福祉士会、北海道介護支援専門

員協会、北海道理学療法士会、北海道作業

療法士会、北海道老人保健施設協議会、北

海道知的障がい福祉協会、日本認知症グル

ープホーム協会北海道支部、北海道認知症

グループホーム協会、日本介護事業者連盟

北海道支部である。（令和３年 10月 1日現

在） 

（２）協定締結団体 

協定を締結している福祉施設関係団体

及び福祉関係職能団体は北海道ホームヘ

ルプサービス協議会、北海道社会福祉士

会、北海道介護福祉士会、北海道介護支援

専門員協会、北海道理学療法士会、北海道

作業療法士会、北海道老人保健施設協議

会、北海道知的障がい福祉協会、日本認知

症グループホーム協会北海道支部、北海道

認知症グループホーム協会、日本介護事業

者連盟北海道支部、北海道精神障害者社会

福祉事業協議会、北海道老人福祉施設協議

会、北海道身体障害者福祉施設協議会、北

海道児童施設協議会、北海道救護施設協議

会、北海道母子生活支援施設協議会、北海

道保育協議会及び北海道デイサービスセ

ンター協議会である。（令和４年８月１日

現在） 

  


